
②仮払金の請求
（損害の概算額（又は推計額）に、「１０分

 

の５を下らない政令で定める割合」を乗じた

 

額）
（原子力事業者から「仮払補償金」等を受け

 

ている場合は、その額を控除）
（損害の範囲は、原子力賠償紛争審査会の指

 

針に基づく）

　　　　　　　　　　　　　　　　　国による仮払金
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

地方公共団体

原子力被害応急対策基金
　　（応急対策に関する事業の経費を支弁）
　　　紛争審査会の指針の対象外も対応可能
　　　　　原子力事業者に求償も可能

③求償権(代位）
　（①の権利を
　　

 

国が取得）

①損害賠償請求権
　（原賠法）

原子力事業者
（東京電力）

　　
　　　国
（仮払金に係る事務は、

 

文部科学省）
（一部の事務は、政令
で、都道府県が行うこと

 

とすることができる）

被

 

害

 

を

 

受

 

け

 

た

 

者

（
事
業
者
・
居
住
者
）

補完

・早期救済の必要性
・損害賠償の支払に

 

　
　時間を要する

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案
　　　略称）原子力被害者早期救済法案　について

地方公共団体
による支援

原子力事業者による損害賠償

○居住者等の被ばく放射線量の測定、放射性物質による汚

 

染の除去等の応急対策
○経済社会・住民の生活への影響の防止・緩和又はその影

 

響からの回復に係る応急対策

差押え、過払い、不正請求などの諸規定を整備
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